
 

17  

昭
和
四
十
九
年
三
月
二
十
八
日
提
出 

質

問

第

一

七

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

学
校
事
故
に
対
す
る
国
家
賠
償
法
の
適
用
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
四
十
九
年
三
月
二
十
八
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

前 
尾 
繁 

三 

郎 

殿 

 

提 

出 

者 
 

安 

里 

積 

千 

代 

 

一 

 



 

近
時
、
公
立
の
小
、
中
学
校
等
に
お
い
て
、
授
業
中
又
は
休
み
時
間
中
あ
る
い
は
ク
ラ
ブ
活
動
中
等
に
お
け
る

児
童
、
生
徒
に
か
か
る
人
身
事
故
が
増
加
し
て
き
て
い
る
。
つ
い
て
は
、
次
の
諸
点
に
つ
き
、
政
府
の
見
解
を
承

り
た
い
。 

一 

こ
れ
ら
の
学
校
事
故
は
、
通
常
、
教
師
の
注
意
義
務
の
怠
慢
あ
る
い
は
教
育
施
設
の

瑕
疵

か

し

に
起
因
し
て
発
生

し
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
政
府
は
こ
れ
ら
の
学
校
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
、
い
か
な
る
対
策
を

講
じ
て
い
る
か
。 

二 

教
師
の
注
意
義
務
の
怠
慢
あ
る
い
は
教
育
施
設
の

瑕
疵

か

し

に
起
因
し
て
発
生
し
た
こ
れ
ら
の
学
校
事
故
に
つ

い
て
は
、
国
家
賠
償
法
が
適
用
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に

な
る
も
の
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

1 

市
町
村
は
、
そ
の
区
域
内
に
あ
る
学
齢
児
童
、
生
徒
を
就
学
さ
せ
る
の
に
必
要
な
小
、
中
学
校
を
設
置
す 
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2 

市
町
村
立
小
、
中
学
校
の
教
職
員
の
給
与
は
、
都
道
府
県
が
こ
れ
を
負
担
し
（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与

負
担
法
）
、
都
道
府
県
が
給
与
を
負
担
す
る
教
職
員
（
い
わ
ゆ
る
県
費
負
担
教
職
員
）
の
人
事
行
政
権
は
、
大

幅
に
都
道
府
県
教
育
委
員
会
に
機
関
委
任
さ
れ
、
殊
に
、
任
命
そ
の
他
の
進
退
を
行
う
権
限
が
都
道
府
県
教 

る
義
務
を
負
い
（
学
校
教
育
法
第
二
十
九
条
、
第
四
十
条
、
第
八
十
七
条
）
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
設
置
、
管
理

す
る
こ
と
は
市
町
村
の
固
有
事
務
に
属
す
る
（
地
方
自
治
法
第
二
条
第
三
項
第
五
号
、
第
八
項
、
同
法
別
表

第
二
の
二
の
二
十
七
）
の
み
な
ら
ず
、
市
町
村
が
設
置
し
た
学
校
の
教
員
は
そ
の
市
町
村
の
公
務
員
で
あ
り

（
教
育
公
務
員
特
例
法
第
三
条
）
、
こ
れ
に
対
す
る
人
事
行
政
権
も
本
来
市
町
村
教
育
委
員
会
に
属
す
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
市
町
村
立
小
、
中
学
校
教
育
は
市
町
村
の
事
務
で
あ
り
、
ま
た
、
市
町
村

立
小
、
中
学
校
の
教
員
の
使
用
者
も
市
町
村
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
従
つ
て
、
市
町
村
は
国

家
賠
償
法
第
一
条
（
公
権
力
の
行
使
に
基
く
損
害
の
賠
償
責
任
）
又
は
第
二
条
（
公
の
営
造
物
の
設
置
管
理
の

瑕
疵
に
基
く
損
害
の
賠
償
責
任
）
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

四 

 



 

3 

国
は
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
、
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
等
に
基
づ
き
、
市
町
村
立 

 

小
、
中
学
校
の
教
職
員
給
与
費
及
び
施
設
費
の
一
部
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
等
の
点
か
ら
見
て
、
国
も
国
家

賠
償
法
第
三
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

な
お
、
学
校
事
故
が
児
童
、
生
徒
の
行
為
に
よ
つ
て
起
こ
つ
た
場
合
（
例
え
ば
割
り
ば
し
を
矢
に
し
た
も

の
が
過
つ
て
他
の
児
童
、
生
徒
の
眼
に
あ
た
り
失
明
さ
せ
た
よ
う
な
場
合
）
に
は
、
民
法
の
規
定
に
よ
り
法

定
の
監
督
義
務
者
で
あ
る
父
母
も
親
権
者
と
し
て
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

育
委
員
会
に
属
し
て
い
る
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
）
こ
と
等

の
点
か
ら
見
る
と
、
都
道
府
県
も
国
家
賠
償
法
第
一
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 ま

た
、
仮
に
国
家
賠
償
法
第
一
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
し
て
も
、
同
法
第
三
条

（
費
用
負
担
者
の
損
害
賠
償
責
任
）
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 五 

 



 

 

六 
三 
以
上
の
よ
う
に
、
学
校
事
故
に
つ
い
て
は
賠
償
責
任
者
が
競
合
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
最
終
賠

償
責
任
者
は
、
市
町
村
、
都
道
府
県
、
国
又
は
親
権
者
の
い
ず
れ
と
み
る
の
が
相
当
と
考
え
る
か
。
ま
た
、
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
損
害
を
賠
償
し
た
と
き
は
、
少
な
く
と
も
都
道
府
県
並
び
に
国
に
対
し
て
そ
の

全
額
又
は
相
当
額
に
つ
き
求
償
権
を
行
使
で
き
る
も
の
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


